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序　　文

中国では経済発展に伴い、湖沼、河川等の水質悪化、とりわけ富栄養化が進行して、その防止

対策が急務となっている。特に江蘇省南部の太湖は、国が集中的に対策を進めるべき湖の 1 つと

されているところから、中国政府は我が国に対して、中国の国情に適した水環境修復高度化シス

テムの開発を目的とするプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

これを受けて国際協力事業団は、1999 年（平成 11 年）8 月 30 日から 9 月 8 日まで、外務省経済

協力局技術協力課課長補佐　森川博文氏を団長とする基礎調査団を現地に派遣し、要請の背景と

内容の把握に努めるとともに、技術協力実施の妥当性を検討した。

その結果、本件を実施する意義は十分にあり、プロジェクトの早期実施のため、さらに詳細な

協力内容を詰める調査団を早期に派遣する必要があると判断された。

本報告書は同調査団の調査・協議内容を取りまとめた結果であり、今後のプロジェクトの展開

に広く活用されることを願うものである。

ここに、調査団員の各位をはじめ、本調査にご協力いただいた外務省、環境庁、建設省、石川

県、在中国日本国大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一

層のご支援をお願いする次第である。

平成11 年 10 月

国 際 協力事業団　　
社会開発協力部　　　　 　　　

部長　田中  由美子　　　
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1． 基礎調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

中国では経済発展に伴って湖沼、河川、内湾の水質悪化、特に富栄養化が進行しており、汚染

防止対策の推進が急務となってきた。特に、江蘇省南部の太湖は、中国が国家重点課題として集

中的に対策を進める必要があるとしている 3 つの湖の 1 つとして対応策が急がれている。

太湖の水質改善対策のうち、工業系排水対策と都市部の生活系排水対策（下水道整備）について

は、手法が確立されてきている。しかしながら、分散型の生活系排水対策はまだ緒についたばか

りで、その検討・研究が必要になっており、一方では河川・湖沼の直接浄化技術の開発も必要と

されている。

そこで中国政府は、平成 10 年度の技術協力要望調査において、我が国に、プロジェクト方式技

術協力の新規案件として「中国太湖流域の水環境修復高度化システム開発プロジェクト」の実施を

要請してきた。これは、中国の国情に適した水環境修復高度化システムの開発を目的とし、①流

入河川・湖沼内の生態工学的技術＊による汚水浄化技術と、②生活系排水の高度処理施設に関する

研究開発を求めるものである。

太湖の水質改善については、これまでに国際協力事業団が開発調査を実施したことがある。ま

た、我が国の環境庁、石川県や国際機関が協力事業を実施しているが、新たに上記プロジェクト

の要請を受けて国際協力事業団は、その要請背景を把握し、プロジェクト方式技術協力実施の妥

当性を調査するために、基礎調査団を派遣することとなった。

本調査団の主な調査事項は以下のとおりである。

　①　要請案件実施の妥当性の検討

　②　プロジェクトのターゲットグループ（案件の実施による受益者）

　③　プロジェクトの上位目標、目標、成果

　④　中国側実施体制

より詳細な調査事項については、付属資料 3 の基礎調査対処方針表を、本調査に係る質問書と

回答については、付属資料 4 及び 5 を参照されたい。

＊生態工学的技術について

ヨシやガマ等を活用した水生植物直接浄化法、土を活用した浄化法、人工湿地や河川水路直接浄化法等のよう

に、自然生態系に工学的要素を導入した浄化技術が生態工学的技術である。このような技術は自然生態系の浄化

能力を基盤とした浄化手法であり、省エネ、低コスト化が可能であることから、開発途上国での開発・利用促進

が期待される。
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1 － 2　調査団の構成

（1）団長／総括

森川　博文　　 外務省経済協力局技術協力課課長補佐

（2）副団長／水質改善・管理

稲森　悠平　　 環境庁国立環境研究所地域環境研究グループ総合研究官

（3）河川環境

島谷　幸宏　　 建設省土木研究所環境部河川環境研究室室長

（4）生活排水処理

庄田　丈夫　　 石川県保健環境センター所長

（5）協力企画

上町　透　　　 JICA 社会開発協力部社会開発協力第一課

（6）通訳

高良　さとみ　 財団法人日本国際協力センター研修監理部研修監理員
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1 － 4　主要面談者

＜中国側＞

　　　機関名 　　　　　　氏名 　　　　　　　役職

科学技術部国際合作司 葉冬柏 処長

亜秘処 （Mr. Ye Dongbai）

国家環境保護総局

国際合作司 張世鋼 副司長

（Mr. Zhang Shigang）

双辺合作処 方莉 項目官員

（Ms. Fang Li）

汚染控制司 臓玉祥 副司長

（Dr. Zang Yuziang）

環境科学研究院 陳復 院長

（Dr. Chen Fu）

国際合作中心 張雨田 主任

（Mr. Zhang Yutian）

水環境科学研究所 金相燦 所長

（Dr. Xiangcan Jin）

劉文祥 副所長

（Mr. Liu Wenxiang）

日中友好環境保全センター

王桂民 副主任

（Dr. Wang Guimin）

国際合作処 欧陽訥 処長

（Mr. Ouyang Ne）

江蘇省 張連珍 副省長

（Ms. Zhang Lian Zhen）

江蘇省環境保護局 史振華 局長

（Mr. Shi Zhenhua）

朱鐵軍 局長助理

（Mr. Zhu Tie Jun）
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外事外経処 鞠華 処長

（Mr. Ju Hua）

環境科学研究所 張利民 副所長

（Dr. Zhang Li Min）

無錫市 陳林榮 副市長

（Mr. Chen Linrong）

環境保護局 華咏中 副局長

（Mr. Hua Yong Zhong）

環境観測中心站 江耀慈 站長

（Mr. Jiang Yao Ci）

（＊無錫市環境観測中心站は国家環境保護総局太湖流域水環境観測網中心站、江蘇省太湖観測中

心站、無錫市環境科学研究所を兼ねる）

水利部

水政水資源司 任光照 副司長

（Dr. Ren Guangzhao）

太湖流域管理局 唐勝徳 局長

（Mr. Tang Shende）

太湖流域水資源保護局 黄衛良 処長

（Mr. Huang Wei Liang）

＜日本側＞

日本大使館 米谷　仁 一等書記官

島村　喜一 二等書記官

JICA 中国事務所 松澤　憲夫 所長

新井　明男 次長

川角　みのり 所員

日中友好環境保全センター 小柳　秀明 シニアアドバイザー（調査同行）

山下　安正 シニアアドバイザー（調査同行）
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2． 要　　　約

（1）全般的印象

1）本プロジェクトの実施対象地域である太湖が位置する江蘇省は、1978 年の改革・開放以来経

済が急速に発展しており、1 人当たりの国民所得も 1 万 50 元（1999 年 8 月現在で 1 元は約 14

円）（『1999 年中国統計年鑑』より）と中国平均 6,404 元を大幅に超えている。南京から無錫を

経て上海につながる高速道路の両側には広々とした農村が続くが、あちこちに 2 階建ての立派

な家屋が建ち、太湖の周りには立派なホテルや療養所、別荘が建ち並んで、その豊かさを表し

ている。

それに相反して環境問題が深刻化しており、なかでも生活系排水が増加して大きな水質汚染

の原因となっている。調査団は実際に太湖を視察したが、アオコの繁殖がひどく、これが漁業

や水源地としての役割に大きな悪影響を与えていることが理解でき、協力の必要性を強く感じ

た。

2）今回の調査団の目的は案件実施にあたっての実施体制、予算的措置、技術移転の内容、成果

の活用のあり方等につき中国側と意見交換し、状況の把握と資料収集を通じて、案件実施の妥

当性につき判断することにあったが、今回の調査を通じて、本案件の実施の妥当性はあるもの

と判断した。特に本案件は 1999 年 7 月の日中政策協議のなかで重要な課題として位置づけら

れた環境保全に関するものであり、かつ中国の中央政府も重視しているプロジェクト（太湖の

汚水改善）に係る案件でもあるので、実施の意義は十分あると考えられる。太湖の水質汚染は

日一日と急速に悪化しているので、プロジェクトの早期実施のため、今回の調査団の結果を踏

まえ、更に詳細な協力内容を詰めるための調査団を早期に派遣する必要があるものと思われる。

（2）主な協議点

1）予算的措置について

本プロジェクトを実施するにあたっては、中国側の国内予算が十分手当されているかど

うかが重要な判断要素であったが、中国政府は「太湖流域の水質改善第 9 次 5 か年計画と 2010

年長期計画」の下に大型予算を計上しており、かつ本プロジェクトが実施された場合には 5 年

で 400 万元（約 5,600 万円）の予算を手当する旨述べており、予算的には問題ないものと思わ

れた。

2）実施体制について

本プロジェクトの実施機関は先方との協議を踏まえ、中国環境科学研究院と江蘇省環境保護

局とし、その下にプロジェクトの方向性に参画する①指導調整委員会と、技術的な指導を仰ぐ
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②顧問委員会、及びプロジェクトの実施に参画する③実施機関委員会の 3 つの委員会を設置す

る考え方が中国側から出され、大筋の方向性として合意した。また、日中友好環境保全センター

の本プロジェクトにおける役割については、国家環境保護総局、中国環境科学研究院の双方か

ら、センターは窓口の役割を果たす、その機能にはプロジェクトの進捗状況の把握、問題発生

時の調整等が含まれる等の説明があった。センター側は窓口の役割を果たすことは承知してい

るが、具体的内容についての把握は十分とは言えず、プロジェクト実施前に体制整備をしてお

くことが必要と考えられた。

なお、本プロジェクトの活動の大半は現場のある江蘇省（無錫市）で行われ、専門家の大半

は同地で活動することになるが、治安面では特に問題はない。生活の面でも物価は安く、日本

食を含めたレストランも多数あって住みやすい地域であると思われる。

水利部との関係では、同部及び下部組織である太湖流域管理局を訪問した際、以前太湖の開

発調査を行ったことがあることから、先方は同プロジェクトへの参画を希望したが、実施機関

についての我が国の理解を説明したところ、協力の意図表明がなされた。ただし環境保護局か

ら本件について何ら連絡がないとの不満が表明されたこともあり、実施については水利部の協

力が得られるよう、本プロジェクト開始前に必要な調整を行う旨要望し、右を覚書（付属資料

1）に書き入れた。

3）技術移転の内容

本プロジェクトにおいて取り組む課題は、太湖流域の分散した発生源からの生活系排水に対

処するため、その地域の社会・経済に適合しかつ普及可能な分散型の生活系排水処理技術及び

生態工学的技術から成る対策を研究することにあるが、要請書にあった生態工学的技術に係る

協力内容が多岐にわたっており、中国側との調整に時間を要した。

（3）今後の対応

今後、全体活動計画、供与機材及びその設置箇所、投入計画、各実施機関ごとの役割分担、

日中友好環境保全センターの窓口機能の明確化を含む中国側実施体制及びプロジェクトの実

施による直接の受益者、すなわちターゲットグループ等について確認を行う必要があり、プ

ロジェクトを早期に実施するためにも、次回調査団を早急に派遣する必要があろう。
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3． 要請の背景と要請案件の内容

要請書から把握される要請の背景と要請案件の内容は次のとおりである。要請書（中国語版）及

びその邦訳については付属資料 2 を参照。

3 － 1　要請の背景

中国においては、経済発展に伴い、河川、湖沼、内湾の水質悪化が進行しており、対策の推進

が急務となっている。特に太湖（江蘇省南京の南西約 200 キロメートル）は、中国が国家重点課題

として集中的に対策を進める必要があるとしている 3 つの湖の 1 つに含まれている。一方、水質

改善のための流入負荷対策のうち、工業系排水対策、都市部の生活系排水対策（下水道整備）につ

いては手法が確立してきているが、分散した発生源からの生活系排水対策については手法が十分

確立していない。

本案件はこのような背景から、太湖をモデルとして、分散した発生源からの生活系排水対策を

研究開発するために要請されたものである。

3 － 2　要請案件の内容

（1）協力対象分野

1）生態工学的手法による太湖の生態系修復技術確立に関する開発研究

a）湖沼外のエコエンジニアリング直接浄化技術

・太湖の湖岸、流域の小河川における水生生態系の群集構造、浄化能力、成長特性に関す

る研究

・直接浄化機能の高い大型水生植物の脱窒、脱リンの高度処理能力に関する研究

・湖沼の湿地帯、土壌トレンチ等を活用した生態工学的浄化機能の解明に関する研究

・汚濁した河川と湖沼の水質の人工強化生物膜の直接浄化システムの開発研究

b）湖沼内の高度対策としての生物浄化技術

・藻類の異常繁殖を抑制する有用微生物の分離、培養、保存技術開発に関する研究

・太湖流域における有毒アオコ、カビ臭藻類の調査と生物分解手法開発に関する研究

・有害藻類捕食微小動物の分解とリアクターへの定着化技術開発に関する研究

・湖沼の曝気循環法の最適システム化の確立に関する研究

・有用微生物製剤の散布による湖沼底質の直接改善手法に関する開発研究

2）生活系排水の高度処理システムに関する研究

a）太湖流域を対象とした研究
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・各方式の中規模・小規模の合併処理浄化施設を家庭、集合住宅、農村等からの生活系排

水が集中する水路に設置し、流入負荷条件、浄化システムの処理特性、生物相、汚泥生

成特性を調査することを通じ、太湖流域に適した分散式の生活系排水高度簡易処理シ

ステムを提案する

b）中国環境科学研究院の国家試験研究部門における研究

・分散した発生源からの生活系排水の排出特性の調査、解析方法に関する研究

・中国に適した分散式の生活系排水簡易膜分離と土壌トレンチ方式による再利用処理水シ

ステムの開発研究

・中国に適した分散式の生活系排水簡易膜分離と土壌トレンチ方式による再利用処理水シ

ステムの性能評価手法の確立に関する研究

・中国における分散式の生活系排水処理システムの普及に関する環境と経済的観点からの

総合評価・解析

（2）実施機関

1）中国環境科学研究院

2）江蘇省環境保護局

（3）協力期間

1999 年 4 月から 5 年間

（4）日本からの投入

1）長期専門家　毎年 2 名× 5 年

・水処理

・生態工学

・生物学

・設備据え付け・調整

・業務調整員

2）短期専門家　毎年 8 名（派遣期間　1 ～ 2 週間）× 5 年

3）研修員受入れ　毎年 4 名（研修期間　1 年）× 5 年

4）機材

表 3 － 1 に示す。
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4． 上位計画の概要及び要請案件との関連

プロジェクトの実施の妥当性を判断する際は、当該案件が政策的優先順位の高い案件であるか

どうか調査する必要がある。この観点から、上位の計画の概要及び要請案件との関連を以下に記

述する。

なお、これらの点を理解するには、併せて水環境管理に関する中国側の関係機関の業務分掌を

踏まえることが重要であることから、この点についてもここで言及する。

4 － 1　上位計画の概要

（1）全国規模の水質改善に係る計画

中国国務院は、1996 年 7 月に開催された第 4 回全国環境保護会議において採択された事項

について、同年 8 月 3 日付で、各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部委員会及び各直属

機関に対し、「環境保全に係る諸問題に関する国務院決定について」という通達（国発［1996］

31 号）を発出した。この通達は、中国の「第 9 次 5 か年計画及び 2010 年の中長期的目標に係

る要綱」に定めた「2000 年までに環境汚染及び生態系破壊の激化傾向を基本的に抑制し、一

部の都市と地域の環境質を改善する」という環境目標を実現するために講ずべき措置を定め

たものである（上記通達については、付属資料 6 参照。また、これに関連する国家環境保護総

局のスピーチ（中国アジェンダ 21 高級円卓会議開会式における解振華国家環境保護総局局長

の挨拶）については付属資料 7 参照）。この通達のなかの「重点課題の明確化と地域環境問題

の抜本的解決」という項目に「淮河、海河、遼河の 3 河川と太湖、巣湖、淇池の 3 湖沼の水質

汚濁を重点的に改善する」と定められている。

（2）太湖については、江蘇省、浙江省、上海市それぞれの「太湖水汚染・水質保護条例」を基に

「太湖水汚染防止第 9 次 5 か年計画と 2010 年長期計画」が策定され、1996 年 10 月に国務院に

より正式に承認された。

同計画の概要は以下のとおりである。

1）基本的考え方

a）総合的に対策を講じ、段階別に達成目標を設定する。

太湖の水汚染は、流域の都市化、工業及び農業の急速な発展及び人口の増加により生じ

たものであり、その対策は、汚染源の制御、湖内の汚水処理、流域の工・農業の配置調整、

工・農業の生産技術の改良、住民の生活様式の改善等総合的なものでなければならない。ま

た、数段階に分けて目標を提示し、順を追って実施していく必要がある。
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b）太湖上流について重点的に対策を実施し、湖の生態環境を改善していく。

太湖上流の重要規制区である湖西区と浙西区に力点を置く。

c）沿岸にある都市・町の飲料水源の保護を最重点とする。

この観点から、梅梁湖（100 平方キロメートル）を重点改善地区とし、貢湖、東太湖（310

平方キロメートル）、胥口付近を重点保護地区とする。

d）T-N（全窒素量）、T-P（全リン量）、CODMn（化学的酸素要求量）［T-N、T-P、CODMn につ

いては P.16 参照］が太湖の主要汚染物質である。このうち特にリンの負荷を抑制する。

e）富栄養化は生態環境にかかわる問題であり、生態回復技術を活用して、徐々に生態回復

を図る必要がある。

2）スケジュール

a）第 1 段階（1996 年～ 1998 年）：排水基準達成行動計画の実施

1998 年までに太湖地区工業汚染源（大規模養殖業も含む）はすべて排水基準を達成した

うえで排水しなければならない。また、重点防止区内の生活系排水、沿岸のホテル、レス

トランも基準を達成したうえで排水しなければならない。

b）第 2 段階（1999 年～ 2000 年）：太湖の水質浄化行動計画の実施

太湖地区に環境総合整備施設を建設、城鎮汚水処理場、農業面源汚染制御施設、クリー

ン生産プロジェクト及び重点湖内の生態防護事業等を実施する。

c）第 3 段階（2001 年～ 2010 年）：太湖中栄養基準達成計画の実施

都市生活系排水処理場の建設、農業生態工程とクリーン生産プロジェクト、小流域総合

整備、大型水生植物の回復及び汚染底泥の浚渫等を実施する。

3）達成目標

a）排水基準達成行動計画（点源からの工業系排水の改善が主）

b）太湖水質浄化行動計画（総量規制指標達成等）

c）太湖中栄養基準達成計画

4）投入予算

本調査団からの質問への回答によると、これらの計画をすべて実施した場合、200 億人民

元以上必要とのことである。

4 － 2　上位計画と要請案件の関連

上位計画と要請案件の関連については、本プロジェクトの要請書において概要次のとおり記述

されている。

「太湖流域に流入する排水の発生源対策のうち、工業系排水と都市下水に関する発生源対策は既

にほぼ確立されているが、分散した発生源からの生活系排水処理技術（特に窒素及びリンの除去
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可能な浄化槽の関連技術）は未確立である。また、湖沼外のエコエンジニアリング直接浄化技術、

湖沼内の高度対策としての生物浄化技術も未確立である。これらの技術を確立し、適用すること

は、「太湖流域の水質改善第 9 次 5 か年計画と 2010 年長期計画」を実現するうえで必要不可欠であ

る」

これと同じ趣旨の説明は、本調査期間中、中国国家環境保護総局、中国環境科学研究院、江蘇

省環境保護局からなされた。これらの説明においては、プロジェクトにおいて確立された技術の

普及適用に必要な予算は上記計画に投入する予算のなかから十分充当可能とされている。

また本調査においては、江蘇省では副省長が、無錫市では副市長が調査団に対し本プロジェク

トの意義について直接説明する機会を設けるなど、中国側の要望の強さを印象づける対応があっ

た。

なお、本調査団に先立ち送付した質問書に対する回答に、「大中型集中汚水処理場の建設・運営

に必要な巨額な資金を短期間のうちに」確保するのは困難であり、「浄化槽に大変興味を示して」

いる旨の記述があるが、プロジェクトの要請の背景を把握するうえでこの点にも留意する必要が

ある。

4 － 3　水環境管理に関する中国側関係機関の業務分掌

　　　（水質汚濁防止法については付属資料 8 参照）

（1）国レベルの関係機関の業務分掌

質問書への回答によれば、国務院・部（委員会）の業務分掌に従い、江、河、湖沼水系及び

流域の水系環境の管理は国家環境保護総局が担当することになっている。このなかには三河・

三湖のように直接同局が管理するものと、直接的には省・市・県の環境保護局が行い、国家

環境保護総局は間接的に管理するものがある。また、水利部の下部組織には専門の環境保護

機構があり、その所掌業務については水利部が管理する。水利部の主な職責は治水、利水、農

村部に対する電力供給に関する計画・調整であるが、近年水資源保護の重要性が水利部内で

指摘されている。

なお、本プロジェクトには合併処理浄化槽の研究開発が含まれているが、質問書への回答

によれば、合併処理浄化槽の設計基準は、中国環境保護産業協会が起草し、国内の専門家の

間で検討し修正したうえで、国家環境保護総局が公布することになっている。また、その解

釈については、同局の技術基準司が責任を負うことになっている。

（2）太湖水環境改善に関連する機関の業務分掌

1）中国政府は、太湖流域の水資源保護と水汚染防止にかかわる重大な政策決定を行う機関と

して、1996 年に太湖水汚染防治指導小組を組織した。この組織は、国務院宋健委員を長とし、
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水利部、国家環境保護総局等の中央政府の関係機関と江蘇省、浙江省、上海市の政策決定者

により構成されたものであったが、本調査において国家環境保護総局と協議した際、同局か

ら指導小組は既に解消され、国家環境保護総局や水利部がそれぞれの担当分野について直接

責任を負う形態になっているとの説明があった。

2）江蘇省、浙江省、上海市の人民政府は、自省・市内の太湖流域の汚染物質の総量を減少さ

せ、水汚染防止目標及び自省・市の境界の河川水質基準を達成する責任を負う。

3）水利部の流域管理機構の 1 つとして太湖流域管理局が存在し、水資源保護の観点から太湖

の水環境改善にかかわっている。太湖流域管理局の職員は、上海が 11 名、無錫が 11 名であ

る。また、水利部と国家環境保護総局の共管組織である太湖流域水資源保護局は、省境の河

川断面のモニタリング、水汚染事故及び紛争に係る調査と処理等を行う。なお水利部の説明

によれば、太湖流域水資源保護局の予算、人員は実質的には水利部が供出しているとのこと

である（太湖流域管理局、太湖流域水資源保護局の組織図については、付属資料 9 参照）。

4）建設部は、都市汚水処理場の建設プロジェクトについて、監督、検査、指導等を行う。

5）その他化学工業、軽工業、農業等を所管する各機関は、それぞれの所管の重点企業の汚染

処理計画の実施を監督するなどの責任を負う。
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5． 当該分野の現状と今後の計画

5 － 1　太湖及び流域の水環境の現況

（1）太湖とその流域の概況

太湖流域は、北緯 80 5゚′－ 32 8゚′N、東経 119 8゚′－ 121 5゚5′E にわたり、長江水系南岸の最も

下流に位置している長江支流域の 1 つであり、面積は約 3 万 6,500 平方キロメートルである。

太湖自体は長さが南北68.5 キロメートル、東西34 キロメートル、形は半月形、水面積が2,428

平方キロメートル、平均水深が 2.0 メートル、最大水深が 2.6 メートル、総貯留水量が 44 ×

108 立方メートルであり、湖水の年交換水量が 52 × 108 立方メートル、平均交換係数すなわち

水量交換率が 1.18 年という特徴を有している。周辺の気候は四季を有し、中亜熱帯の季節風

気候区に属する。年平均温度は14.9 ～ 16.2℃、年降雨量は1,000 ～ 1,400 ミリメートルで、降

雨の 70 ～ 80％が 5 ～ 10 月に集中し、その時期の梅雨と台風により河川、湖沼の水かさが増

大する場合がある。流域の年間蒸発量は 1,200 ～ 1,500 ミリメートルである。

また、太湖流域は地形的に見ると、山地・丘陵部と平野に大別される。山地・丘陵部は主と

して流域の西部にあり、流域面積の約 1 ／ 6 を占めている。平野部は海抜 10 メートル以下で

流域の中東部に広がり、流域面積の約 5 ／ 6 を占めている。この中東部は太湖平原と呼ばれ、

西から東に極めて緩やかに傾斜しているが、高低差はわずかに 4 ～ 5 メートルしかなく、河

川勾配が太湖西側で 2 ／ 10,000、東側で 1 ／ 10,000 であり、太湖平原の約 1 ／ 5 は湖沼・水

路網により占められていて、河川密度は 3 ～ 4 キロメートル／立方キロメートルに達してい

る。なお、太湖流域の土地利用状況は、市街区面積が 603 平方キロメートルで全体の 2.7％、

水田面積が 1 万 4,454 平方キロメートルで全体の65.4％、畑地が 1,413 平方キロメートルで全

体の6.4％、山林面積が4,770 平方キロメートルで全体の21.7％、湖沼面積が729 平方キロメー

トルで全体の 3.3％となっており、水田と畑地を含めた農地が全体の 72.2％を占めている。

太湖流域内には蘇州、無錫等の商工業都市をはじめとする 38 か所の都市があり、人口は約

3,458 万人、人口密度は 920 人／平方キロメートルで、全国一である。太湖流域の経済発展速

度も全国一であり、工農業総生産高（GDP）は 1995 年時点で 2.273 億元で、全国の 1 ／ 6 ～

1 ／ 7 を占めている。産業別では、第一次産業（鉱山業等）が 9.0％、第二次産業（工業及び建

築業等）が 58.2％、第三次産業（サービス業等）が 32.8％となっており、第二次産業、特に工

業が経済活動の重要な柱となり、1990 年から 1995 年の間に、急激な発展を遂げ、年間平均伸

び率は 30％以上となっている。工業形態の特徴は、村営等の農村部における工業生産が極め

て盛んなことであり、工業総生産高のうち、農村工業による生産高の占める割合は 70％以上

に及ぶ。業種別工業生産高では、繊維工業、化学工業及び機械工業の比率が高い。
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このような太湖は、上海市（1,000 万人）と無錫市、蘇州市（江蘇省）、湖州市（浙江省）等

の大都市、また湖岸流域に分散して居住する数百万人の住民の貴重な水源で、生活用水とし

て年間約 10.5 億立方メートルが供給され、また、流域に農業灌漑用水として年間約 9 億立方

メートル、工業用水として年間約 80 億立方メートルが供給されている。それ以外に太湖は水

産養殖、遊覧観光、交通運輸、防洪利水等のいろいろな重要な役割を演じてきている。

（2）太湖流域の水質汚濁の現状

JICA 太湖水環境管理計画調査報告書（1998 年 3 月）によると、太湖の水質汚濁の現状（1995

年）については、全太湖のCODMn（COD マンガン、COD は化学的酸素要求量）、T-N（全窒素

量）、T-P（全リン量）、Chl-a（クロロフィル a）の平均濃度はそれぞれ 5.04 ミリグラム／リッ

トル、2.44 ミリグラム／リットル、0.079mg ／リットル、0.012 ミリグラム／リットルであり、

1980 年代と1990 年代を比較すると、CODMn 濃度は約2 倍、T-N 濃度は約3 倍、T-P 濃度は約

4 倍になっている＊。水域別に見ると、各項目ともおおむね太湖北部の五里湖から梅梁湾で高

く、東太湖で最も低い傾向を示している。

太湖の栄養状態を見ると、全体の水域として中富栄養化の状態になり、部分的に水域は富

栄養化状況を呈するに至っている。毎年の春から秋の間には「水の華」というアオコが大発生

する現象が頻繁に観察される。1990 年 7 月 5 日から 29 日までの間には約100 平方キロメート

ル範囲に藍藻類が異常に大量発生し、湖岸流域の水道工場が閉鎖され、116 か所の工場が工業

用水を得られず生産停止あるいは半停止状態になった。また 4.25 万キログラムの魚が死に、直

接的経済損失が数億中国人民元を越え、流域内の住民生活と経済発展に対して大きな被害を

＊CODMn、T-N、T-P、Chl-a

CODMn；COD マンガン、COD とは化学的酸素要求量のことで有機物質の汚濁指標である。T-N；全窒素のこと

で、排水中のすべての窒素化合物に含まれる窒素濃度である。T-P；全リンのことで、排水中のすべてのリン化合

物に含まれるリン濃度である。Chl-a；クロロフィル a のことで、藻体中の光合成色素の 1 つであり、水中のアオ

コ等の微細藻類の現存量を把握するための指標である。なお、従来 COD 削減対策がなされてきたが、窒素、リン

が水中に存在すると光合成（炭酸同化作用）で空中の無機炭素が藻類の増殖により有機炭素に変換（藻類の乾燥重

量 1 ミリグラムはCODMn で 0.5 ミリグラムに相当）され、通常の生活系排水であると原水COD100 ミリグラム／

リットルが通常の処理装置で 20 ミリグラム／リットルまで除去されても、残存する窒素、リンにより 1 リットル

の処理水当たり藻類が 500 ミリグラム増加（CODMn で 250 ミリグラムに相当）することから、窒素、リン負荷削減

の抜本的対策が重要と指摘されている。

・日本の河川・湖沼の汚染度や環境基準について

茨城県の霞ヶ浦を例にとると化学的酸素要求量（COD）については類型A 指定で基準が 3 ミリグラム／リット

ル以下、窒素、リンについては類型Ⅲ（全窒素：0.4 ミリグラム／リットル以下、全リン：0.03 ミリグラム／リッ

トル以下）に指定されており暫定目標が全窒素 1.1 ミリグラム／リットル、全リン 0.09 ミリグラム／リットルと

なっている。また、COD の環境基準達成率は平成 9 年度で 64％となっている。しかし、霞ヶ浦では COD が 8 ～

9 ミリグラム／リットルを維持しており環境基準が達成されておらず、藻類増殖を引き起こし、結果的に COD の

低減を妨げる窒素、リンの削減による環境基準の達成に向けた対策が推進されているところである。
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与えた。1999 年の 7 月以来長江下流及び太湖流域に大洪水が発生し、8 月末までに記録的な

高水位が観察された。今回の基礎調査はこのような時期に実施され、水量の増大により

T-N、T-P 濃度が半減したと考えられるにもかかわらず、藍藻類の異常な大発生が観察された。

太湖の通常の植物プランクトン濃度は、冬期で 104 ～ 106 個／リットルの範囲であるが、夏期

には 105 ～ 108 個／リットルとなり大幅な増加が見られる。特に 1996 年と 1997 年には 7 月に

梅梁湾湾奥で藍藻類（ミクロキスティス）によるアオコ現象が見られ、最大で5 × 108 個／リッ

トルに達した。また藍藻類のなかには毒性を有するものも見いだされた。上記の水質汚濁と

富栄養化の問題以外に、太湖においては大型水生植物植栽面積の大幅減少、底生生物の種類

と数量の減少、藻類の種類の単一化、魚の小型化等の水生生態系の破壊現象も著しく進行し

ており、対策が急務となっている。

JICA 太湖水環境管理計画調査報告書（1998 年 3 月）によると、太湖流域の河川水系は、太

湖を中心とする流入河川、流出河川、湖水区の 3 種類に分けられるほか、その成因によって

天然河道と人工河道に分けることができる。流入河川に分類される主な水系は 4 水系であり、

流出河川の主なものは黄浦江である。湖水区の水系とは太湖に流入また流出する小河川を指

すもので、古くは 300 余本もあったが、堆積や人工的な改造を経て、現在は約 200 河川となっ

た。

これらの河川の水質観測結果によると、常州、無錫、蘇州等の大都市が点在する太湖東岸

の河川においては、CODMn、T-N、T-P の平均濃度がそれぞれ 10 ～ 7 ミリグラム／リットル、

9 ～ 7 ミリグラム／リットル、0.45 ～ 0.25 ミリグラム／リットルという高い値を示す。これ

に対して太湖西岸の河川の水質はこれより良く、CODMn、T-N、T-P の平均濃度がそれぞれ 5

～ 4 ミリグラム／リットル、4 ～ 3 ミリグラム／リットル、0.2 ～ 0.1 ミリグラム／リットル

程度である。しかし、太湖西岸の河川でも市街区の下流部では太湖東岸河川と同程度に水質

が悪い。河川のCODMn、T-N、T-P の平均濃度は湖水に比べてそれぞれ1.18、1.03、4.73 倍高

くなっている。

中国国務院により 1998 年 1 月 6 日に頒布された「太湖流域の水質改善第 9 次 5 か年計画と

2010 年長期計画」に基づき作成された本プロジェクトの要請書によると、太湖流域の各種排

水の総排出量は約31 億8,769 万トン／年、CODCr（COD クロム）は約28 万2,407 トン／年、T-

N は約7 万9,552 トン／年、T-P は約5,660 トン／年であった。そのなかの生活系由来のCODCr、

T-N と T-P の割合はそれぞれ約42％、25.1％と 60％を占め、工業系由来のCODCr、T-N と T-

P の割合はそれぞれ約39.3％、15.8％と 10.4％を占め、農業系由来のCODCr、T-N とT-P の割

合はそれぞれ約 10％、37.5％と 15％を占めている。生活系排水が太湖流域における CODCr、

T-N と T-P の最重要汚濁物質源でありその削減対策は必要不可欠な状況となっている。
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5 － 2　太湖の水環境改善のための取り組みの現状と今後の計画

（1）発生源対策

1）工業系排水に係る発生源対策

工業系排水由来の流入負荷対策については、前述の「太湖流域の水質改善第 9 次 5 か年計

画と2010 年長期計画」の第1 段階に規定されているとおり、1999 年 1 月 1 日 0 時までに国家

工業系排水放出基準を満足することができない 104 社の企業の閉鎖が実行された。また、

2000 年までに国家工業系排水放出基準を満足することのできない 203 社については、期限つ

きで排水処理設備を改善することが義務づけられている。このように、工業系排水について

は中国側は、既に独自に、若しくは他国の協力を得て、負荷対策を推進してきており、各種

の工業系排水処理技術が適用されてきていることから、工業系排水対策が今次の要請分野で

ある生活系排水対策より優先して取り組むべき課題とはいえない。

なお、江蘇省において実施された工業系排水処理の実施例を記すと以下のとおりである。

a）無錫石油化学総工場ビスフェノール生産技術改造

フェノール廃水をプロセスで解決し、年間 151 トンのフェノールを回収する。廃水排出

量を 87％、フェノール排出量 99％削減。

b）無錫宜興ソーダ化学工場新工程法の導入と製造工程機械の入れ替え

製品 1 トン当たり廃水削減量 89％、溶剤に苛性ソーダ、塩酸等を使用しないため、廃水

の生物分解性が向上。

c）常州化学工場苛性ソーダ生産工程にアルカリイオン膜の導入と新たな設備の入れ替え

製造工程で発生した廃水を循環再利用できることから、COD（化学的酸素要求量）83％、

SS（浮遊性固形物）72％、廃水 61％が削減。

d）上記の工場排水処理を含め、36 の工場排水防除プロジェクトが進められている。

2）都市下水に係る発生源対策

上記計画には、太湖流域の主要な大都市である上海、蘇州、無錫、常州等の下水道普及率

は 20 ～ 50％程度と述べられている。今回の基礎調査において視察した無錫市の 2 つの下水

道の終末処理場のうちの 1 つ、芦村下水処理場は、沈殿分離処理能力が 20 万トン／日、生物

処理能力が 10 万トン／日の規模で、活性汚泥法の高度処理方式のA20 法が採用され、処理

水質基準がBOD（生物的酸素要求量）20 ミリグラム／リットル、T-N20 ミリグラム／リット

ル、T-P1 ミリグラム／リットル以下のBOD、T-N、T-P 対応型であった。無錫市の都市部約

100 万人の規模で、日本の生活系排水放出原単位 0.2 トン／人・日で計算すると、無錫市の

都市部の下水道普及率は約 50％程度と推計される＊。

＊下記の計算式に基づき推計した。
都市の下水処理場の生物処理能力（10 万 t）／｛生活系排水放出原単位（0.2t ／人・日）×無錫市の都市部の人

口（100 万人）｝＝下水道普及率
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同計画の付表には、1997 年末までに建設されたか、または建設中の下水道の終末処理場33

か所、2000 年までに建設を開始する予定の 33 か所、2001 年以降に建設を開始する予定の終

末処理場 63 か所の名称、処理能力、投資資金、運転概況、資金源等が記述されているが、こ

れらから判断する限り技術面は日本と同様活性汚泥法が主流で既に確立されており、計画ど

おり資金が確保されれば問題なく対策が進むと考えられる。

3）分散した発生源からの生活系排水に係る発生源対策

無錫市の場合、下水道よりも浄化槽による分散処理により対処する方が効率性が高いと考

えられる市郊外部と農村部の人口は 330 万人以上で、無錫市全体に占める人口の割合は約 80

％程度である。また、太湖流域全体では、都市人口の比率は約 35.84％でその他が農村部人

口である。（以上のデータは「太湖流域の水質改善 5 か年計画と 2010 年の長期計画」による）

今回の基礎調査で視察した無錫市郊外の湖濱飯店に設置された分散処理用浄化槽は、日処

理能力が1,000 トン、処理方式は活性汚泥法で、処理水質基準はBOD20 ミリグラム／リット

ル以下であったが、湖沼の富栄養化の原因となる T-N、T-P には対応しておらず、問題のあ

るものであった。本プロジェクトの要請書によれば、T-N、T-P に対応した分散型生活系排

水処理技術はまだ中国で確立されていないとのことであり、分散した発生源からの生活系排

水に由来する流入負荷が相当の割合を占めることを併せ考えると、対策の推進が急務である

といえる。

（2）直接浄化対策

直接浄化対策とは、汚濁発生源から流出した汚濁水を、汚水処理場などの他の場所へ誘導

することなく、水路、河川、湖沼などに工学的技術を導入して直接浄化する方法に対する通

称である。

中国において、現時点では直接浄化対策に係る取り組みは本格的に実施されていないが、そ

の重要性は認識されており、取り組みを強化する計画である。中国の主な湖沼における直接

浄化対策による水質浄化プロジェクトは次のとおり提案されているが、これらのプロジェク

トは本プロジェクトにおいて得られた成果を踏まえ、効率的効果的に実施していくこととさ

れている。

1）雲南省淇池の国家重点プロジェクトの湖浜帯生態修復技術の開発計画

2）安徽省巣湖の水源地保護プロジェクト（国家重点プロジェクト）における浮島技術など

の開発計画

3）雲南省耳海湖の国家プロジェクトにおける湖浜帯生態修復技術の開発計画

4）天津市与橋ダムのアジア銀行の借款による天津水環境プロジェクトにおける湖浜帯生態

修復技術の開発計画



─ 20 ─

5）新彊ウェウル民族自治区博斯騰湖のヨシ育成プロジェクトにおける湖浜帯生態修復技術

の開発計画

6）星雲湖の汚染対策総合プロジェクトにおける大型水生植物修復技術の開発計画

7）長春市南湖の湖浜帯生態修復プロジェクトにおける大型水生植物修復技術の開発計画

8）浙江省杭州市西湖富栄養化対策総合プロジェクトにおける大型水生植物修復技術の開発

計画

9）東北地方の鏡泊湖周辺宿泊施設の汚水対策プロジェクトにおける大型水生植物修復技術

の開発計画

太湖については、前述の「太湖水汚染防止第 9 次 5 か年計画と 2010 年長期計画」の第 3 段

階（2001 年～ 2010 年）において直接浄化対策に重点的に取り組むことになっており、対策技

術の研究が進められている。本調査では太湖の湖浜飯店の敷地内においてクウシン菜を用い

た水生植物の湖水浄化実験（写真 5 － 1、2）が行われているのと、湖浜飯店の湖岸において人

工浮島実験（写真 5 － 3、4）が行われているのが確認された。
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5 － 3　浄化槽に関する現状と今後の取り組み

流入負荷対策のうち、要請内容の 1 つの柱である合併処理浄化槽について詳述すると以下のと

おりである。

（1）中国における浄化槽の導入状況及びその技術レベルについて

1）中国の合併処理浄化槽は鉄板構造のものが主流であったが、徐々に鉄筋コンクリート製の

ものも普及しつつある。ただし、合併処理浄化槽の普及の程度については、正式な統計はな

い、とのことであった。

2）江蘇省について見ると、2,000 か所に合併処理浄化槽が設置されており、また無錫市には

数百から数千トンの性能の良好でない合併処理浄化槽が少数設置されている。

参考までに、北京市環境保護所及び南京市キンシリ国際ホテルに設置されている浄化槽の

施設概要とその処理性能を記すと表 5 － 1、表 5 － 2 のとおりである。

なお、合併処理浄化槽の処理方式については付属資料 10 参照。

表 5－ 1　北京市環境保護所の施設

フロー�
総合汚水　　　調節槽　　　沈殿槽　　　接触曝気槽　　　中間槽�
�

　　　　濾床　　　高水位タンク　　　中水道利用�

消毒装置�

COD：化学的酸素要求量　BOD：生物化学的酸素要求量　SS：浮遊性固形物

表 5－ 2　南京市キンシリ国際ホテルの施設

　　　　　　　　　　　　　沈殿分離槽�
総合汚水　　　調整槽　　　第１室　　　接触曝気槽　　　沈殿槽�
�
�
　　　　消毒槽　　　放流�

上澄み液�
汚泥槽�

COD：化学的酸素要求量　BOD：生物化学的酸素要求量　SS：浮遊性固形物

－ブロワー室�

流入水� 再生用水� 除去率�

BOD 5（mg ／ l）

COD （mg ／ l）

SS　（mg ／ l）

 281.2 6.9 97.5

536.5 43　 92

196　 8.1 95.9

水質項目�
水質指標�

流入水� 再生用水� 除去率�

BOD 5（mg ／ l）

COD （mg ／ l）

SS　（mg ／ l）

200 20 90

400  45 89

400 30 92

水質項目�
水質指標�

除去効果�
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しかしこれらはいずれも窒素・リンの除去が可能な高度処理タイプではなく、湖沼の富栄

養化防止のためには、これを切り替えていく必要がある。また、中国の合併処理浄化槽につ

いてはまだ構造基準、維持管理基準が整備されておらず、次の問題点があることが指摘され

ている。

①流入負荷が大きい、②異物の混入が多い、③汚泥の引き抜きがされていない、④塩酸、殺

虫剤、漂白剤等微生物を死滅させる薬品の流入がある、⑤消毒剤の補充がない、⑥ブロワー

の電源が切られている

本調査においても、中国環境科学研究院の陳復院長は、「中国の合併処理浄化槽は、5 人槽

の施設に 20 ～ 50 名の排水を導引しているなど過負荷の状況になっている」と述べている。

3）合併処理浄化槽の製造技術レベル

a）江蘇省には環境関連企業が多く立地しており、太湖流域には十数社が立地している。特

に、合併処理浄化槽の製造分野では、中国全土で使用されている浄化槽の 90％が江蘇省で

生産されている。100 人槽以上はコンクリート製が主流となっている。

b）したがって、中国では合併浄化槽によるBOD、COD、SS の処理技術は確立されており、

その処理技術を用いた合併浄化槽は製造できるものと考えられる。

c）しかし、現在のところ、太湖の水質改善のために必要とされるリン及び窒素の処理技術

は確立されていない。このようなことからも朱鐵軍江蘇省環境保護局局長助理は「1998 年

以降リンの規制に着手しているが、生活系分散型処理方式でのリン及び窒素の処理技術に

課題が多く、今回のプロジェクトでのリン及び窒素の処理技術の開発に期待したい」と述

べている。

（2）合併処理浄化槽の普及に関する中国側の考え方

中国側では、合併処理浄化槽を次のとおり 2 段階で整備する計画である。

1）第 1 段階の整備対象：観光施設、ホテル、リゾート施設、農村集合住宅

2）第 2 段階の整備対象：農村地域に分散している一般住宅

第 1 段階の各施設については、以下の理由から合併処理浄化槽が普及する可能性が高いと

考えられる。

a）江蘇省が設置予定者に対し補助金を出すことが可能であること（排出基準を上回る汚染

物質を排出している場合にペナルティーとして徴収している排汚費や、水使用料の引き上

げを補助金の原資とすることが考えられるとのこと）。

b）特に農村集合住宅以外の施設については、設置予定者が資金的に比較的余裕のある施設

であること。

c）これらの施設は分散立地しており、これらを都市汚水集中処理施設ではなく合併処理浄
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化槽で処理することは、都市汚水集中処理施設を運営する側にとっても、排出源側にとっ

ても、規制する側にとっても、それぞれ予算的、あるいは運営面で都合がいいと考えられ

ること。

また、第 1 段階の整備対象施設に合併処理浄化槽がある程度の期間（2010 年目途）で整備さ

れることにより、①生産コストが合理化されること、②合併処理浄化槽の効果が地域住民に

理解されること、③これまでの中国経済発展のスピードを考慮すれば個人所得（現在、都市地

域 6,000 元、農村地域 3,000 元）もかなり増加すると思われること、④経済発展につれて中央

及び地方の政府も財源が豊かになること、等が考えられ、第 2 段階の整備対象施設への合併

浄化槽の整備が進むと思料される。

なお、仮にプロジェクト終了後数か年において上記の第 2 段階に進むことが困難で、上記

の第 1 段階にとどまる場合であっても、太湖の富栄養化防止を推進するうえで、湖岸に近い

これらの施設の排出負荷を削減することは重要であり、十分効果を上げることが期待できる。

いずれにせよ第 2 段階で適用する浄化槽については、ブロワーを稼働するための電力を確

保することが困難な場合もあり得ることから、無動力型の土壌と嫌気反応槽を組み合わせた

浄化槽の技術開発を行う必要があると考えられる（この点については中国側からも指摘され

ている）。

（3）合併処理浄化槽の技術基準及び維持管理に係る制度の整備に関する中国側の考え方

1）本プロジェクトの要請書によれば、中国側は本プロジェクトにおいて技術基準の整備、製

品の審査手法の整備等に取り組むことを希望している。この点に関し、本調査において中国

環境科学研究院の陳復院長からは、1999 年から合併処理浄化槽に係る排水基準（地域特性を

考慮した厳しい基準）づくりに着手することになったこと、後述する環境庁ベースの協力と

本プロジェクトにおいて期待どおりの成果が得られれば当面は 5 人槽、10 人槽、50 人槽の各

槽の排水基準を作成する予定であることの説明があった。

なお、合併処理浄化槽が普及していくための柱となる浄化槽の設置に関する法律は、合併

処理浄化槽に係る、①排水基準、②構造基準、③維持管理基準（保守点検・清掃）、④監視及

び機能検査、について管理者、保守点検及び清掃業者の義務と地方政府の監視及び補助を定

めたものとなるが、これまでに述べてきた国家環境保護総局及び江蘇省環境保護局の水環境

改善の実績とそれに基づく考え方、さらには太湖の水環境改善に対する中国関係者の真摯な

努力を考慮すれば、今回のプロジェクトの結果を活用して合併処理浄化槽に関する法律を整

備できる条件が整うことが期待できる。

2）また、合併処理浄化槽の設置者が排水基準を遵守するためには、①製造者側において構造

基準、②設置者側での維持管理基準、③これらの基準が担保されていることを判断すべき検
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定機関（一般的に政府出資の第三者機関）、及び④排水基準を監視する政府機関が必要となる。

これらのうち、排水監視については、江蘇省環境保護局は工場排水及び都市の生活汚水集

中処理施設の監視で実績を有している。

（付属資料 11 汚水処理施設環境保全監督管理規則参照）
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6． 我が国によるその他の協力及び国際機関による協力

6 － 1　環境庁ベースの協力の概要

湖沼の汚濁負荷の削減とその環境修復を図るうえで、我が国と同様に生活系排水対策は中国で

も極めて緊急に推進すべき重要課題として位置づけられている。特に中国は国土が広く、都市の

周辺部に立地している住宅団地や農村地域等では、下水道よりも浄化槽の方が適していると考え

られる。このような背景を踏まえ「中華人民共和国政府と日本国政府との環境保護協定（1994 年

3 月に開始）」に基づく中日両国政府環境保護聯合委員会の第 1 回会議で「中国の国情に合う生活

系排水高度処理システムの開発に関する共同研究」等の両国間の共同研究プロジェクトの推進が

合意された。また 1995 年 9 月には、日本の国立環境研究所が中国側との打合せにおいて、国家環

境保護総局が中国全土に普及可能な浄化槽の汎用的技術を確立するために、全面的にバックアッ

プすることに合意し、1996 年 8 月に日本の型式浄化槽協会の協力を得て、構造基準型高度処理浄

化槽（5 人槽）を 18 基中国側に寄付した。現在中国環境科学研究院は、気候の異なる中国の南部

（広州市と桂林市）、東部（義烏市と無錫市）、中部（武漢市）、北部（北京市）、東北部（大連市）、西

南部（昆明市と重慶市）等代表的な地域の 9 大都市に供与された浄化槽を設置して実証試験を行っ

ているところである。

この実証試験は次の分担で行われている。

（1）中国側の総括責任及び北京市に設置された浄化槽の運転データ収集、分析、維持管理：中国

環境科学研究院

（2）全国各地に設置されている浄化槽の運転データの収集、分析、維持管理：各地の環境科学研

究所等

本研究においては各地域における流入負荷条件と処理特性、汚泥生成特性等を調査し、中国の

国情に適した小～大規模高度簡易浄化槽の開発普及に資する知見を集積し、これに基づき構造及

び性能基準を整備することがめざされている。

1997 年 3 月末に、中国側の環境科学研究院陳復院長をはじめとする中国国家環境保護総局の代

表団が我が国の環境庁国立環境研究所を訪問し、国立環境研究所石井吉徳所長と「中国の湖沼の

富栄養化防止に関する国際共同研究協定」を締結し、中国の湖沼等を対象とした日中国際共同研

究をスタートした。

太湖をサイトとする研究に関しては、1997 年 11 月の第 2 回日中環境協力総合フォーラムにおい

て、中国国家環境保護総局の代表団から強い要請がなされ、中国の太湖流域における水環境技術

開発に関する科学技術研究を強化することについて認識の一致を見た。

そして 1998 年 1 月に、北京市で開催された第 4 回日中環境保護合同委員会において中国国家環
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境保護総局、中国環境科学研究院と我が国の環境庁国立環境研究所を実施機関とする「中国太湖

流域のバイオ・エコエンジニアリング導入による水環境修復技術開発に関する研究」が日中両国

の新規共同研究案件として採択された。

このような背景の下、国立環境研究所は 1998 年、中国環境科学研究院をカウンターパートとし、

中国太湖をモデルとする「バイオ・エコエンジニアリングを活用した富栄養化抑制型適正水環境

改善技術の共同開発に関する研究」を開発途上国共同研究課題として採択した。それと同時に、平

成 10、11 両年度に通産省の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、地球環境技術国

際共同研究事業として「中国太湖の窒素・リン酸抑制型環境改善技術の開発」を実施した。この研

究においては、1998 年 10 月と 1999 年 8 月の 2 回にわたって約 1 か月間、研究者を 4 人ずつ派遣

し、太湖を中心にバイオエンジニアリング、エコエンジニアリングの活用のあり方を検討するの

に必要なデータの収集を行った。

以上の環境庁及び通産省の予算による太湖を対象とした共同研究は、本プロジェクトが直接活

動の対象とする分野ではないが、相互の成果を活用すれば、全国レベルの合併処理浄化槽に係る

技術基準を整備するのに資する、あるいは生態工学を活用した湖内の水質改善手法の開発に資す

る等の点で相互補完関係にあるといえ、協力の効果が高まると期待される。

6 － 2　石川県による生活系排水処理に関する相互協力

石川県は江蘇省太湖流域の分散型生活系排水処理の課題に関して、以下の相互協力を行ってき

た。

（1）1995 年 11 月、谷本石川県知事と鄭江蘇省省長との間で「文化交流事業をはじめとする友好

交流事業を定期的に実施する」旨の合意書が取り交わされた。

（2）これを受け、1996 年 11 月、南京市の江蘇省中日友好会館で「石川県・江蘇省環境保全セミ

ナー」が開催された。このセミナーでは県と省の湖沼における水質汚染の問題とその対応が主

として議論され、リン、窒素の除去を含めた、分散型生活系排水処理のための高度処理型合併

処理浄化槽のあり方を検討することとなった。

（3）1997 年 11 月、30 人槽の合併処理浄化槽 2 基が無錫市（環境保護局内、ホテル天楽園）に設

置され、性能試験等の調査が開始された。この調査結果を踏まえ、無錫市及び南京市において、

2 回の生活系排水対策検討会が開催された。

この検討会では、①汚水処理場での集中処理ができない地域で合併処理浄化槽を普及させる

ことが重要であること、②中国と日本の合併処理浄化槽の技術を合わせて中国式の窒素・リン

除去をめざした合併処理浄化槽をつくりあげることは可能と考えられること、③構造基準や維

持管理の面では日本の技術の移転及び活用が可能であること、④性能試験の結果が良くない原

因としては流入排水の量及び質による負荷が大きいこと、運転技術の成熟度に問題があること
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などの意見が出された。

一方、この検討会と並行してして南京市において石川県・江蘇省環境教育研究会が開催され

た。この研究会は“水の浄化”という人々の生活に密接にかかわる問題を解決するためには、人

と水を含めた環境とのかかわりを理解し、住民に水の大切さを認識させることが重要との考え

から始められたものである。第 1 回目の研究会では、環境教育への取り組み状況や事例研究が

発表された。

（4）1998 年、金沢市及び南京市において 2 回の生活系排水対策検討会が開催された。この検討

会では、①維持管理の徹底、②流入水の水量、水位の変動を小さくする方法、③リン、窒素の

除去率をより高める方策、④設備費を安くする方策、⑤農村地域に設置されている無動力浄化

槽の改善について意見が交換され、これらの点について情報交換を通じて解決策を探っていく

こととなった。

また、金沢市において第 2 回石川県・江蘇省環境教育研究会が開催され、日本と江蘇省の環

境教育の課題と現状、中学校環境教育、生活系排水対策と環境教育について話し合いがもた

れた。

6 － 3　開発調査「太湖水環境管理計画調査」の概要

本調査は、富栄養化の進行で水質障害の生じている太湖の水環境保全対策の提案、今後の水環

境の推移を把握するための観測・監視システムの提案、対策の計画・実施を円滑に遂行できる組

織・体制、人材育成、研究開発計画の提案を行うことを目的として、1996 年 1 月から 1998 年 3 月

まで実施された。本調査の中国側の実施機関は、中国水利部太湖流域管理局であった。

なお、本プロジェクトで取り組むことが要請されている、地域に適した合併処理浄化槽の研究

開発及びその普及適用については、上記調査のなかで示されている対策の 1 つの項目となってい

る。また、後述するように本プロジェクトの実施のために設置される予定の諮問委員会には、水

利部太湖流域管理局からも局長ないし副局長レベルの職員が参画する予定であり、両案件の協力

の成果の相互利用が図られることが期待される。

6 － 4　JBIC（OECF）による資金協力

海外経済協力基金（OECF）は第 4 次円借款中の案件として、「浙江省都市汚水処理」を実施する

ことにしている。これは、太湖の汚水対策として沿岸 5 都市に対し汚水処理場を建設することを

目的とする案件である。

6 － 5　世界銀行による協力

世界銀行は太湖の水質改善のため、68 の工業系排水の処理技術に係る研究等から成る「蘇南環
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境保護プロジェクト」、水文自動監測システムや各種観測機器の供与等の協力を展開してきている。

また世界銀行は、排水処理施設等の整備や水利施設の制御等に係る技術移転を内容とする新たな

案件の実施を検討しているとの情報もある。中国側は、金利が高いなどの理由から現時点では実

施を検討していないと説明しており、また協力内容も本案件とは異なることから、本案件の実施

の妥当性に影響を与えるものではないと判断されるが、今後とも情報収集に努める必要がある（本

調査では世界銀行の中国事務所も訪問し意見交換する予定であったが、現地調査中の日程変更に

より実現できなかった）。

6 － 6　その他の機関による協力の概要

質問書への回答によれば、オランダが工業汚染源総合整備に重点を置いたプロジェクトの実施

に向け準備しているとのことであった。
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7． 本プロジェクト実施の妥当性

国家環境保護総局、中国環境科学研究院、江蘇省環境保護局等中国側関係各機関から、太湖の

水環境の概況及び対策の進捗状況について説明を受けるとともに、対処方針に基づきヒアリング、

意見交換を行った結果、本プロジェクトの実施の妥当性を示す以下の点が明らかになった。

（1）太湖流域の水質汚濁は相当深刻なレベルになっており、これを改善する必要があることに

ついての認識は、現地調査中に意見交換の場をもつことのできた江蘇省副省長等高位の政策

決定者から現場の技術者まで、広範にわたり強く共有されている。

（2）太湖に流入する汚濁水の発生源対策のうち、工業系排水や都市型の生活系排水については

対策技術が確立し、現に対策が推進されてきているが、流入負荷全体に占める割合が比較的

高いと思われる分散した発生源からの生活系排水については対策技術が未確立であり、これ

を確立する必要性が高い。直接浄化対策についても中国においてその重要性が認識され、独

自の技術開発が進められており、中国側は、本プロジェクトを通じて日本の同分野の対策技

術の移転を受けることにより、技術開発を加速させたいと強く要望している。

（3）中国は、「太湖流域の水質改善第 9 次 5 か年計画と 2010 年長期計画」の下に、相当の予算を

計上して水質改善に取り組んでおり、第 9 章で述べるとおり本プロジェクトを実施した場合に

得られる成果を活用するのに必要な予算は確保される可能性が高い。

（4）本プロジェクトにおいて開発されることが期待されている技術は、国家重点プロジェクト

の対象となっている 3 つの湖のうちの他の 2 つの湖（巣湖、淇池）を含め、水質汚濁が進行し

ている中国国内の他の湖沼にも適用することが可能である。本プロジェクトは国の研究機関

である中国環境科学研究院が主体的に参画し、また日中友好環境保全センターが窓口の機能

を果たすことになっていることから、他の湖沼への普及が一層強く期待できる。

（5）後述のとおり、本プロジェクトにおいて取り組む課題は、「太湖流域の分散した発生源から

の生活系排水に対処するため、その地域の社会・経済に適合しかつ普及可能な分散型の生活

系排水処理技術及び生態工学的技術から成る対策を研究開発すること」であることが確認され

た。このように、中国側が本プロジェクトに期待するものは、「相当深刻なレベルまで汚染が

進行している太湖の湖内水を浄化する」等、過大なものではなく、プロジェクト方式技術協力

で取り組むのに適した内容である。

（6）水利部及びその下部組織である太湖流域管理局も、本案件の実施にあたっては経費を伴わ

ない限り必要な協力を行う姿勢であり、中国側実施機関がプロジェクト開始前に必要な調整

を行えば、プロジェクト活動の円滑な推進に問題が生じる可能性はない（「9．プロジェクトの

実施体制　9 － 1 水利部系の機関（特に太湖流域管理局）との関係」参照）。
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（7）後述のとおり、本プロジェクトの実施機関は地理的に離れた 2 つの機関（中国環境科学研究

院と江蘇省環境保護局）にまたがるが、両機関は既に共同研究を実施した実績があり、実施上

の問題が生じても克服可能と考えられる。またカウンターパート及びプロジェクト予算の確

保については、中国側は現時点である程度の見通しを明らかにしており、この点についても

実施の妥当性を覆す重大な問題は生じないと期待される。
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8． 協力内容の検討

8 － 1　プロジェクト目標、上位目標、成果

（1）協議の経過

プロジェクト目標、上位目標及び成果については、9 月 3 日と 6 日に実施された合同会議に

おいて集中的に議論した。合同会議の中国側の主な出席者は次のとおりであった。

・中国環境科学研究院：金相燦水環境科学研究所長、劉文祥水環境科学研究所副所長、張雨

田国際合作中心主任

・江蘇省環境保護局 ：朱鐵軍局長助理、外事外経処鞠華処長

・無錫市環境保護局 ：華咏中副局長、江耀慈環境観測中心站長

なお日本側は調査団に加え、日中友好環境保全センタープロジェクトフェーズⅡに派遣中

の小柳秀明、山下安正両シニアアドバイザーが出席した。

合同会議においては、9 月 3 日の午前中に中国側の金相燦水環境科学研究所長が太湖の水環

境の現状とその取り組み、及び本プロジェクトにおいて取り組みたい課題についてプレゼン

テーションを行った。

続いて調査団側から調査目的の説明を行うとともに、プロジェクト方式技術協力の協力形

態について、協力開始に先立ち定める協力期間内に、1 つの協力目標を達成すべく日中双方が

それぞれ決められた投入を行い、活動を展開するものであることに力点を置いて、プロジェ

クト・デザイン・マトリックス（PDM）にも言及しつつ説明を行った（JICA のプロジェクト

方式技術協力のパンフレット及び付属資料 12 を配付した）。

午後に入って調査団側から、中国側の要望する協力内容は、①分散した発生源からの生活

系排水への対策としての合併処理浄化槽に関する研究と、②生態工学的手法による太湖内・外

の直接浄化技術の 2 つが含まれ、広範にわたっており、プロジェクト目標が不明確になる等

の問題があることを指摘した。さらに、対案として、本プロジェクトの目標を「太湖流域の社

会・経済に適合しかつ普及可能な、分散した発生源からの生活系排水への対策技術が開発さ

れる」として、プロジェクトのスコープを検討することを提案した。調査団側の提案は、「分

散した発生源からの生活系排水による流入負荷への対策」として括れる研究のみをスコープ

に含めることで、目標を明確にすることを意図したものであった。

調査団側の提案に対し中国側は最初、「分散した発生源からの生活系排水への対策技術が開

発される」との表現は合併処理浄化槽の研究のみを対象とするものと理解し、難色を示し

たが、調査団側から、「分散した発生源からの生活系排水による流入負荷対策」の一環として

の生態工学的技術は協力内容に含まれることを図等（付属資料 13 等）を用いて説明したとこ



─ 36 ─

ろ、完全な理解が得られた。

（2）協議結果

本プロジェクトの目標、上位目標、目標に到達するための成果は次のとおりとすることで

合意に達した。

1）目標（Project Purpose）

太湖流域の社会・経済に適合しかつ普及可能な、分散した発生源からの生活系排水への

対策技術が開発される。

2）上位目標（Overall Goal）

開発された対策技術が適用されることにより、太湖への流入負荷が削減される。

3）目標に到達するための成果（Output）

a）太湖流域の社会・経済に適合しかつ普及可能な合併処理浄化槽の技術基準が明らかに

なる。

b）分散した発生源からの生活系排水対策のための生態工学的技術が開発される。

c）開発された対策技術を普及するために必要な制度が明らかになる。

3）c）については、中国側から「開発された技術の普及・適用において必要になる諸制度の

整備も本プロジェクトに含めるべき」との考えが示されたのに対し、調査団側から、「諸制度

の整備は中国側で行うべきもので、プロジェクトの外部条件に位置づけられるべきであるが、

諸制度の整備に必要な情報の提供や意見交換は積極的にプロジェクトのなかで行いたい」と

の意見を述べたところ、同意が得られ、これを受けて、挿入した項目である。

なお今次のプロジェクトにおいては、畜産排水への発生源対策を含めると協力の範囲が広

がりすぎるため、これは含めないことで中国側と合意に達している。

8 － 2　プロジェクトのターゲットグループ

本プロジェクトのターゲットグループ（本プロジェクトの実施による主たる受益者）については、

本調査期間中中国側と議論することができなかったが、上記のプロジェクトの内容からすれば、「研

究開発された技術を適用する太湖流域の行政機関の担当者」とするのが適切と思われる。いずれ

にしても、プロジェクトのターゲットグループを明確にすることは、プロジェクトの目標をより

明確にするうえで必要不可欠であるので、今後の中国側との意見交換の際に議題として取り上げ

る必要がある。
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9． プロジェクトの実施体制

9 － 1　水利部系の機関（特に太湖流域管理局）との関係

（1）問題の所在と対処方針

水利部は利水と治水を所管する機関であるが、同部内で水資源の保全の観点から水質管理

に対する取り組みが強化されてきており、水利部の下部組織で太湖流域を所管する水利部太

湖流域管理局にも水質管理を担当する部局が存在する。現に JICA が実施した開発調査「太湖

水環境管理計画調査」も同局を実施機関として実施した。

本調査においては、本プロジェクトの要請は国家環境保護総局が実施機関となって実施す

る案件であるとの整理を中国政府が行ったうえで我が国に正式に要請されていることから、こ

れを前提として調査を進めることとした。他方で、プロジェクトの効率的・効果的な実施や、

プロジェクト終了後の成果の最大限の活用のためには水利部の協力が必要となる場合がある

と考えられたため、水利部の協力が得られる状況にあるかどうかを確認し、何か問題がある

場合には事前に解決するよう求めることとした。またこれらの確認を行うために、現地調査

中に国家環境保護総局関係の機関と水利部関係の機関による合同会議をもつことも考えられ

たが、この点については中国側に判断を求めるべきであるとの観点から、国家環境保護総局

に判断を一任することとした。

（2）調査結果

1）8 月 31 日の国家環境保護総局との意見交換の場においては、国家環境保護総局の国際合作

司の出席者から、本案件の内容はすべて国家環境保護総局の所掌範囲内にあるが、プロジェ

クトの円滑な実施及び成果の活用のためには水利部の協力を得る必要性はあるとの認識が示

された。そのうえで、本プロジェクトに関連して水利部にどのような協力を依頼しなければ

ならないかは現時点で明らかでないので、この点を検討したうえで協力依頼を行う、との発

言がなされた。また国家環境保護総局の判断により、調査中に水利部関係機関の出席を得た

合同会議を開くことはしないことになった。

2）翌 9 月 1 日の水利部表敬においては、水利部から水環境改善に係る所掌範囲についての説

明等があったうえで、本プロジェクトは国家環境保護総局が実施することになっているが、

その実施にあたり、直接的であれ間接的であれ、水利部として協力可能なことがあればこれ

に対応していきたいとの意向が示された。

3）同日の江蘇省環境保護局との意見交換においては、江蘇省環境保護局副局長から、「水利部

も水質観測を行っているが、この結果は国家環境保護総局関係の機関に報告され、同局を通
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じ国務院に報告される形式になっている。環境保護については国家環境保護総局が責任を負

うことになっており、本プロジェクトを国家環境保護総局関連の機関が実施するのは中国の

法律に沿っている。しかし、本プロジェクトの実施及び成果の活用において水利部の協力が

必要なのは事実であり、今後同部と調整を行っていきたい。江蘇省環境保護局は太湖流域管

理局と交流した実績があり、調整には問題ないと考える」との説明があった。

4）9 月 2 日には調査団は太湖流域管理局と意見交換を行った。この場では局長から、本プロ

ジェクトが太湖の湖内の水質浄化に関連する活動を含むか否かという観点から質問が多く

あった。この点については、調査団としては流入負荷の削減に関する研究開発として本プロ

ジェクトを位置づけているとの説明を行った。意見交換の最後に局長から、「経済的負担を伴

わない限り、太湖流域管理局としても本プロジェクトの実施に便宜を図っていきたい」との

発言があった。なお、これに併せて「本プロジェクトの実施にあたっての太湖流域管理局に

よる協力の有無、内容は本来中国側の問題であり、江蘇省環境保護局から何らかの働きかけ

があるべきだ」とのコメントもあった。

5）9 月 6 日の 2 回目の合同会議（中国側は中国環境科学研究院、江蘇省環境保護局、無錫市環

境保護局等が出席）において、調査団側から改めて水利部の協力依頼を行う必要性を指摘し、

覚書の 5 に「中国側実施機関は、本プロジェクトの実施について水利部その他関係機関の協

力が得られるよう、本プロジェクト開始前に必要な調整を行う」との文言を盛り込むことを

提案したところ、中国側はこれに同意した。また、後述のとおり中国側は本プロジェクトの

実施のために指導調整委員会、顧問委員会、実施機関委員会を設置する予定であるが、この

うち指導調整委員会には水利部太湖流域管理局からも委員を出してもらう予定であるとの説

明があった。

（3）調査団の所感

本プロジェクトに関する水利部と国家環境保護総局の情報交換は、現時点では北京でも江

蘇省でも十分ではないところもあるが、（2）の 2）に述べた調査結果から、水質改善に係る国

家環境保護総局と水利部の所掌範囲を巡る問題が本プロジェクトの実施上の重大な問題には

ならないと判断した。

9 － 2　本プロジェクトの実施機関

（1）問題の所在と対処方針

本プロジェクトの要請書によると、本プロジェクトの実施機関は中国環境科学研究院と江

蘇省環境保護局の 2 つの機関であるとのことであった。これに対しては、地理的に離れた 2 つ

の機関を同時に実施機関として位置づけてプロジェクトを実施すると、専門家派遣、機材供
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与等の諸手続きをはじめとして、種々実施上の問題が生じることが懸念された。また、日本

人専門家を 2 つの機関のどちらに配置するのか、2 つの機関の調整を日本人専門家が行うよう

なことにならないか等の問題もあった。このため、実施機関を江蘇省環境保護局に 1 本化す

る可能性も含めて検討する方針で協議に臨んだ。

（2）調査結果

1）中国側からは次のような説明があった。「本プロジェクトの活動は大半が江蘇省において実

施されることになる、このため、北京の研究者は度々江蘇省に出向くことになる。こうした

形態の協力はこれまでにも中国内、あるいは外国との協力案件において何度も実施しており、

問題ない」

9 月 3 日、9 月 6 日の合同会議において、本プロジェクトの内容にかかわる点について最も

主体的に説明を行ったのは中国環境科学研究院の金相燦水環境科学研究所長であり、今後と

も同氏を中心に案件の形成が進むと思われたこと、また本プロジェクトの研究分野において

は、研究能力、実績から言っても中国環境科学研究院が群を抜いて秀でており、その主体的

な参加が必要不可欠であると考えられることから、実施機関が 2 つの機関にまたがるのはや

むを得ないと思われた。

2）実施機関が2 つの機関になることを前提に、討議議事録（Record of Discussions： R ／ D）

にいうところのプロジェクトの総括責任者と実施責任者について中国側の案を聴取したとこ

ろ、中国側は副総括責任者、副実施責任者を設け、次のように選任したいとの考えを示した。

a）プロジェクトの総括責任者：中国環境科学研究院長

b）プロジェクトの副総括責任者：江蘇省環境保護局長

c）プロジェクトの実施責任者：中国環境科学研究院水環境科学研究所長

d）プロジェクトの副実施責任者：江蘇省環境経済技術国際合作センター常務副主任

日本から派遣される長期専門家の滞在場所について中国側の考えを聴取したところ、活動

の大半は現場のある江蘇省の無錫市で実施されることになるため、無錫市とするのが適切と

の説明があった。中国側の構想では、中国側のプロジェクトの総括責任者、実施責任者と日

本の長期専門家が離れた地点に配置されることになり、意思疎通のうえで問題が生じること

が懸念されたが、他に選択肢がないように思われたので、緊密な意思疎通の確保は実施上の

留意点としてとらえ、今後検討すべき課題として整理した。

3）また中国側から、本プロジェクトの実施にあたり、効率的・効果的なプロジェクトの実施

に資するため、次の 3 つの委員会を設置したいとの考えが示された（付属資料 14 参照）。こ

の点については、十分に検討する時間がなかったため、覚書には含めなかったものの、大筋

の方向性としては日本側も賛同した。
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a）指導調整委員会

実施機関を中核とする機関の、政策決定を行うような高位の役職から選任される委員で

構成される。プロジェクトの方向性を決定する必要があるときや、本プロジェクトの運営

上大きな問題が生じたときに開催する。

・主たる構成員（案）：中国環境科学研究院長、江蘇省環境保護局長、江蘇省科学技術委

員会副主任、日中友好環境保全センター（職位については検討

中）、太湖流域管理局（職位については検討中）、無錫市環境保護

局

b）顧問委員会

本プロジェクトの分野における中国内の有識者から構成される。主として技術的な指導

を仰ぐ目的で開催される。プロジェクトの計画段階、中間段階、終了段階に開催する程度。

・主たる構成員（案）：中国環境科学研究院、中国科学院南京地理所、水利部環境中心、

北京大学、東南大学、清華大学、江蘇省環境監測センター

c）実施機関委員会

本プロジェクトの実施に実際に参画している研究者等から構成される。プロジェクトの

実施管理を行う目的で年に 2 回程度開催する。

・主たる構成員（案）：中国環境科学研究院水環境科学研究所長（プロジェクトの実施責

任者）、江蘇省環境経済技術国際合作センター常務副主任（プロ

ジェクトの副実施責任者）、無錫市環境観測中心站長

9 － 3　日中友好環境保全センターの役割

（1）問題の所在と対処方針

我が国は、日中平和友好条約締結 10 周年記念事業として、日中友好環境保全センターの設

立に係る無償資金協力を行い、同センターにおいて日中友好環境保全センタープロジェクト

フェーズⅠ（1992 年から 1995 年）、及びフェーズⅡ（1996 年から 2001 年まで）を実施してき

ている。そして、同センターが日中間の環境協力の拠点となることを期待している。

しかし、要請書によれば、本プロジェクトの実施機関は同センターと同様に国家環境保護

総局の下部組織である環境科学研究院及び江蘇省環境保護局となっており、同センターの位

置づけが明確になっていない。

この点については本調査団は、上記問題点を中国側、特に国家環境保護総局に伝え、中国

側の反応を把握することとした。あわせて、本プロジェクトの実施中に日中友好環境保全セ

ンターの様々な能力を活用できる状況に至ったときにこれを実現できるような実施体制とす

るよう方向づけを行うこととした。
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（2）調査結果

8 月 31 日の国家環境保護総局表敬・意見交換の場において調査団側から上記問題点につい

て指摘したところ、国家環境保護総局国際合作司の副司長から、次のような回答があった。

1）日中友好環境保全センターは日中間の環境協力の窓口の役割を果たすことになっており、

本プロジェクトについても同様である。

2）窓口機能とは単に手続き面のことを指すわけではなく、日中間の環境協力に係る情報の

収集及び問題発生時の調整等が含まれる。本プロジェクトは実施機関が 2 つになる見通し

であるが、2 つの機関の間で何か問題が起こった場合には、これまでは国家環境保護総局

が直接乗り出して問題の解決にあたっていたが、今後は同センターが解決にあたって、そ

の報告を国家環境保護総局が受けることにする予定である。

調査団は、続いて実施された中国環境科学研究院との打合せにおいて、同センターの本プ

ロジェクトにおける役割について、調査団側から上記の国家環境保護総局のコメントも紹介

したうえで、同院の考え方を聴取したところ、院長から、日中友好環境保全センターは単に

手続きや問題発生時の対応のみを実施するわけではなく、日中間の環境協力に係る情報を一

元的に管理すると聞いているとのコメントがあった。さらに同院長から、同センターがその

ような役割を果たすことにより、日中間の環境分野の協力がより効率的・効果的に実施され

ることが期待されるため、好ましい方向性である、との考えが述べられた。

調査団は、この後日中友好環境保全センターを訪問し、同センターの副主任及び国際合作

処長と意見交換した。この場で副主任から、同センターは今年から日中間の環境分野の有償

資金協力及び無償資金協力の新規案件の要請書についてファーストスクリーニングを実施し

てきており、今後技術協力についても同様の役割を果たしていくことになっている、との説

明があった。

ただし、日中友好環境保全センター派遣中の専門家によると、同センターが本プロジェク

トにおいて具体的にどのような役割を果たすことになるのかは、同センターとしても理解し

ておらず、今後検討していく段階とのことであった。

この結果、調査団としては、日中友好環境保全センターの役割が国家環境保護総局や中国

環境科学研究院の間で議論されており、一定の方向性を打ち出していることについては高

く評価できると考えた。しかし、具体的に各種要請書類等がどのように回付されるのかも含

め、今後より詳細に本プロジェクトにおける同センターの役割を明確化していく必要がある。

また、同センターの様々な能力を活用できる状況に至ったときにこれを実現できるような実

施体制とすることについては、中国側もこれに賛同しており、この点もより深く中国側と意

見交換する必要がある。
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9 － 4　中国環境科学研究院と無錫市環境観測中心站の概要

（1）中国環境科学研究院

1）組織概要

中国環境科学研究院は、国家環境保護局（現在の国家環境保護総局）の下に、環境分野の

科学研究を行う機関として 1979 年に設置された機関である。その下には 10 の研究室と日中

友好環境保全センター公害防止技術部があり、主要な環境分野の研究をカバーしている（研

究院及び日中友好環境保全センターの組織図については付属資料 15 参照）。研究者・技術者

は約 400 名いる。近年中国において取り組まれている行政改革により、国の研究機関は予算

的に、次の 3 つの種類に区分されるようになった。すなわち、①基礎研究を実施する機関で、

人件費が全額国から支給されるもの、②研究プロセスの研究を行う機関で、人件費の約 6 割

が国から支給されるもの、③技術開発を行う機関で人件費が支給されないもの、の 3 つであ

る。このうち、②、③に属する機関は、プロジェクトの実施を国に対して提案し、その実施

が決まれば人件費を含めてプロジェクトの実施に必要な予算を得て、自らの裁量で研究者に

給与を支給する仕組みになっている。中国環境科学研究院は③に属するが、中国環境科学研

究院は研究実施能力が高く実績もあるため、行政改革の実施前に比して研究院の予算規模は

拡大しており、総額で 4,000 万元（約 6 億円）に達している。

2）本プロジェクトに投入される技術者と予算

中国環境科学研究院としては、次の 4 つの研究室から 16 名の研究者を本プロジェクトに参

加させる予定である。

a）湖沼面源処理研究室

b）生態工学研究室

c）RS-GIS 研究室

d）浄化槽研究室

16 名中、教授、研究員クラスが 2 名、助教授が 4 名で、残りは、修士レベル又は Engineer

レベルである。これらの研究者は既に巣湖やアルハイ湖の水質関連の研究に携わっており、

本プロジェクトに参画するのに必要な技術力は十分もっていると考えられる。

一方予算については、5 年間で 200 万元（3,000 万円）程度を予定しているが、中国環境科

学研究院の予算管理制度上、2 年間分しか予算を計上することができていない。逆に 2 年分

の予算（80 万元）は既に確保している。
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（2）無錫市環境観測中心站

1）組織概要

無錫市環境観測中心站は、1979 年に設立された機関で、江蘇省環境保護局と無錫市環境保

護局の双方に属する。また、国家環境保護総局により、太湖の水質モニタリングの中心機関

として位置づけられている。現在太湖流域に 150 か所のモニタリングポイントがあり、その

うち 130 か所が支川に設置されている。スタッフは全部で 90 名で、そのうち技術者は 80％、

そのなかで水分野は 30 名程度である。これらの 30 名は実際の分析とそのデータの解析の双

方の業務を実施している。

本中心站は、「国家優秀試験センター」として認定されているとのことで、行政改革による

影響の見通しを聴取したところ、予算・人員上の問題が出るとは思われず、むしろこれらの

面でより強化される可能性が高いとのことであった。（太湖流域水環境監測網については付

属資料 16 参照）

2）本プロジェクトに投入される技術者と予算

無錫市環境観測中心站長の説明によると、本プロジェクトには、江蘇省環境経済技術セン

ター、環境観測センターその他から 16 名の技術者（教授クラスから一般の工程師まで含まれ

る）が主として参画する予定で、他にも必要に応じて参画してもらう予定であるとの説明が

あった。また予算については、中国側の要請書のとおりの内容でプロジェクトが実施される

場合には、環境科学研究院同様 5 年間で 200 万元の予算を確保する予定であるとの説明が

あった。

（3）両機関からの投入される技術者と予算の評価

両機関の説明を併せて判断すると、本プロジェクトには2 つの機関から約 32 名の技術者（研

究者）が参画し、5 年間で 400 万元（約 6,000 万円）の予算が確保される予定であることにな

る。技術者、予算ともプロジェクト活動のより具体的な内容が明らかになるまでは、中国側

の現在の計画が十分であるかどうかは判断できないが、現時点での計画としては問題ないと

思われる。

なお、本プロジェクトはいわば研究協力型の案件であり、技術者について言えば 32 名が常

にカウンターパートとしてプロジェクトに配置されるわけではなく、研究テーマごとにカウ

ンターパートが変わるケースも多いと思われる。しかしプロジェクトの効率的な運営のため

には、同一の研究テーマについては極力カウンターパートを変更しないこと、本プロジェク

トの全体像を承知しているカウンターパートを可能な限り多く確保することを中国側に求め

ていく必要がある。また本プロジェクトは北京市と江蘇省の 2 地点で実施されることになる

ため、両地点間の移動に要する費用は多額になる可能性が高いが、その分の予算が確保され
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ているかどうか、今後十分確認する必要がある。
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10． 今後の取り組み

（1）プロジェクトの開始時期

本調査においては、中国側から何度も本プロジェクトの政策的重要性の説明とプロジェクト

の早期開始についての要望がなされた。本プロジェクトについては、プロジェクトの実施の妥

当性を判断するうえで不明確な点が多かったため基礎調査から実施したが、本調査を通じプロ

ジェクトの実施の妥当性を裏付ける事実が明らかになり、かつ、プロジェクトのスコープもあ

る程度明確になったことから、プロジェクトの早期開始に向け鋭意準備を進める必要がある。

なお、今後プロジェクトの開始時期を検討する際には、調査団派遣に必要な予算計画に加え、

次の点を十分に考慮する必要がある。

1）供与機材、特に合併処理浄化槽の調達スケジュール

本プロジェクトにおいては、日本の合併処理浄化槽を試験的に設置し、その運転データ等

を解析することにより、中国の地域の特性に応じた浄化槽の技術基準を導出することをめざ

していることから、プロジェクト開始後可能な限り早い段階で供与機材が設置される必要が

ある。そのためには、供与機材の仕様を検討する作業をプロジェクト開始前に実施しておく

ことが望ましい。

2）長期専門家のリクルート可能な時期

他のプロジェクトにも共通することであるが、長期専門家の担当事項と満たすべき資格要

件が決まってから、リクルートに必要な時間を十分確保できるようにする必要がある。

3）中国側の実施体制の整備状況

本プロジェクトの実施機関は複数にまたがっているため、専門家派遣や機材供与等におけ

る諸手続きの分担も含め、細かい点まで役割分担を決めておく必要がある。また日中友好環

境保全センターの本プロジェクトへの参画の仕方も十分に明らかになっているとはいえない。

これらの点はプロジェクト開始前に明らかにする必要があり、そのためにはプロジェクト開

始前にその調整に必要な時間を確保する必要がある。

（2）プロジェクトの内容検討上の留意点

1）前述のとおり、本プロジェクトの中国側の実施機関は地理的に離れた 2 つの機関となるた

め、緊密な連携の確保が重要である。今後の案件形成、実施段階では次の諸点に注意する必

要があると思われる。

a）中国側の説明によれば、実施責任者になる予定の中国環境科学研究院水環境科学研究所

長は、プロジェクトが開始されれば多くの日数を江蘇省で過ごすことになる、との説明が
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あったが、そのとおりになるよう予算措置も含む中国側の対応を求めること。

b）上記の委員会、特に実施機関委員会を適時適切に開催すること。

c）日本から派遣される長期専門家、特にチーフアドバイザー及び業務調整員については、コ

ミュニケーション能力、調整能力に注意して選任すること（北京にいる中国側の実施責任

者と江蘇省から電話、fax、メール等で連絡調整する必要が生じると予想される）。

d）プロジェクト実施中の諸手続きを円滑に実施するため、日本から派遣される業務調整員

のカウンターパートになる中国側のスタッフを北京、江蘇省（無錫市）の両方に確保する

こと。

2）供与機材について

供与機材のうち合併処理浄化槽については、その仕様及び数量の検討の際、次の点を含む

ことに留意する必要がある。

a）その規模と数量が研究内容に合致していること

b）浄化槽の設置予定地の用地取得がなされていること

c）合併処理浄化槽に必要な電力が安定的に供給されること

d）プロジェクト協力期間終了後の活用方法が明らかであること
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